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貸借対照表という用語の創出過程

高寺貞男

I 

「会計用語 (thelanguage of accountancy)は， ビジネス用語と同様に，

塑にそれがコミュニケーショソのための容易な手段であるという理由だけで，

一種の特殊社会の通用語 (akind of dialect or jargon) として， 特有の意

味壱もたしてしばしばノレーズに使われるので.J功会計社会の構成員としてその

約束を了解している会計専門家の間では通じても，会計社会の外側に住んでい

る門外漢にはまったく通じないか，または別の意味にとられる場合が少くない。

そして，このことは，貸借対照表」というもっともポピュラーな会計用語に

ついても，そのまま当てはまる。なぜなら，貸借対照表とし、う用語は，その字

画から判断して，債権と債務の対照表と誤解される危険性を多分に含んでいる

からである。事実，わが国で貸借対照表という用語が使われだした!当時にあ

りCは磯村音介，斎藤軍八郎のような〕相当の簿記の研究者であっても，

貸借の二宇に囚はれ [，貸借対照表は，単に他人との聞の貸借のみを記入す

るもの」と〕考えたものも少〈なかった ・。まして，簿記を学ばなかったも

のは，何と考えたであろうか。言はずとも想像が出来ること L思ふ。かかる次

第で(，前記磯村，斎藤両氏共著に就き見るに.Jl同書には貸借対照表といふ文

字壱用ひ・ー・人名勘定のみの貸借対照表を作成してみJ"た。

1) Willio，m J. Vatter“Corporate Stock Equities，" in Morton Backer (ed.)， 11，附dbook01 

Modern Accounhng Theory， New York， 1955. p. 370 

2) 有本邦造「決算書類の名称変選考J W去計』昭和9年11月号， 145ベージo

〈明治23年11月に出版された磯村音介斎藤草久郎の央著「商法活用帳台之法』は「貸"jj借方の
らバひょ，

対照費」につい(，つぎのように解説していた。すなわち， r止t帳面は他人との聞に在己責情の

みを記入する故に実際商人の身代が強許あるやを知らんとせば更に動産不動産総目録を併せ見ざ
る可らず。J(久野秀男「棚聞喪動産不E動産ノ総目鋸及び貸方借方ノ対照表の沿革JW国学院大

学政経論謹』昭和36年12月号， 85へージ;久野秀男「明治簿記制度史序説JWビジネス νピュ
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ところで，その場合，もしも貸借対照表とし、う用語が英語の balancesheet 

の訳語として造られていたならば，簿記学者の一部とはし、え，貸借のλ宇をそ

の一般的意味にとって，債権と債務の対照表と誤解するようなことはおそらく

おこらなかったであろう o しかし，事実はそうではなかったのである。「貸借対

照表といふ邦語の起源に就いては，明治初年に〔洋式〕簿記が英米より輸入され

たに伴って，英語パラ Y ス.、ノートの訳語として創造されたかの如〈臆測され

易いけれども，英人日阿爾噂逼度 Shand.Alexander Allan述『銀行簿記精法』

〈明治六年刊行)にも福沢諭吉『帳合之法j (同六年乃至七年発免)にも貸借

対照表なる文字を発見し得ないばかりでなく， r帳合之法』に於ては「平均表」

といふ訳語を当て Lある。加之それ以後に於ける簿記書にも，比の成語を使用

第 1表簿記書における BjSの名称

訳者または著者 1 書 名 1 発行年月 BjS の名称

大蔵省紙幣寮 銀行簿記精法
明治年 2月

6.1 事例.香代港及上ヒ海負銀債行ノ抜ノ書身

福沢諭吉 帳合之法同 7. 6 平 均 表

小林儀秀 馬耳蘇民複式記簿法 9. 9 本財及借財E算表

カロ 藤 斌 商家必用伺 10. 4 差ヨl帳(差号|見認表)

森森島下修岩太楠郎) 簿記学階梯 11. 10 有物及負債表

秋 フE 晋 簿記法独学び 12. 5 有金及借金実算表

山田十畝 人民必携簿記提要 13. 4 資産負債表

土肥謙吉 簿記法独案内 〈改訂)16. R 資産負債表

竹 田 等 校訂・商用簿記学 15. 6 資産負債表

森下森島 民間簿記学 17. 8 有物負債平均表

青柳源十郎 簿記学独習 19. 6 有物負債表

飯塚栄太郎 新択商用簿記独学 20. 9 資産負債衰

藤井改造 普通商業簿記手引草 2日 4 資産負債表

勝村栄之助 商用簿記学原論 22. 6 資産負債表

有本邦造「決算書類の名称変遷考J~金計』昭和 9年11月号. 134-43ベ}ジ，久野秀男「棚卸
費 動産不動産ノ総闘蝿及び貸方借方ノ対同衰の沿革J ~国学院大学政経論叢』昭和36年12月
号 89-90ベージにより{'F成。

』昭和田年10月号， .95ページ，久野秀男「財産国銀貸借対照表制度の生成静過とその問題点」
『学習院大学経済論集』昭和田年10月号.70ベ}ジ骨久野秀男「株式会社財務諸表論』昭和40年.
24ベーシ。傍点、一高寺)
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するものなし却って」め第 1表に示したように「明治二十年前後に至り，多

くの著書は資産負債表音用語として使用するものが非常に多くなっ t来た傾向

が認められる」ののである。

このように，当時の簿記書「の中でーと雄も貸借対照表なる語を用ひて居る

ものはなかッた」めが，つぎに，明治6年から20年頃までの営業報告書(考課状)

上に公表されたパラ Y ス.vー ト の 名 称 に つ い て 調 ベ てみると，これまた同じ

事実に直面す志。すなわち，当時設立された各種の銀行は，大蔵省の強力な指

導じしたがし刊， 統ーして A Statement of the A宜airsof the Bank の 訳

と思われるη 「実際報告」または「実際報告表Jという名称、を用い， 内国痛高

3) 上野遭輔『新稿貸借対照表』上巻，昭和17年. 2ベージ。
咽爾唾逼慶述『鞭D簿記精法』は，巻之ーの 8........9T聞の折込「書体第三」中に，縦書で土部
「借方」に資産!下部「貸方」に賢本 貴慣を匝置した「千八百七拾二年第六月サ71日1の「害
港上海銀行ノ身代及ヒ負債ノ抜書」そ掲載していたが!本文中では!このバランスーグートのこ
とを「差引正算書J ("日本金融史資料 明惜大豆編』第5巻i 昭和31年， 723ページ)とし、い
また「ヱ アルνγッャγ ト」が明治8年3月「 日月曜ヨリ同八日月曜マデJr東京第→国立
担行Jにつき「揖査ノ後チ乃チ記載」した『第一国立融行逼度氏報告』では 「身代Eヒ負情ノ高
計身代ノ合計及負債ノ合計也ヲ掲示セル差引残高国定多J"第一銀行史』上巻，昭和32年. 216 
ベ ジ'"日本金融史賢料・明治大正編』第4巷，昭和33年. 557-8ベーシ).さらに「遅畦民

I 筆記セジモノェ部ノレJ"日本国立銀行事務取抜方』中『銀行雑誌』第3号(明治11年2月23R

尭行)所取分では. r総勘定差引残高一覧表毎月最盛ノ営業問ヱ於テ 総勘定差引帖ヨリ転記
ジタル一覧表ナリ J (W日本金融史賢料・明治大正編』第6巻， 昭和32年， 21ページ)と記して

あった。
なお 福沢諭音訳町長合之法』二繍四の22........3丁聞に折込まれた総書の「ハッカノレド民所用ノ

平均圭」は「平均ノ改J (試算表) r仕入残品J (棚卸) r名目J (損益勘定)r走入J(菅木主
勘定)r事実J(r元手J~資産勘定 「払口J~負置勘定)からなる 9桁の精揮衰式の「パヲンス
γイトJ(上掲書l 三編三. 2丁)であった。

4) 有木j 前掲論文. 144ベ ν。
5) 岡田誠一「貸借対照表なる語の出所に就てJ"会計』昭和6年6月号. 55ペ ジ，岡田誠一『槽
記会計論攻』昭和39年.64ページ。)

6) r国立銀行資産負債ノ状況ノ報告ハ一箇年四度以上紙幣寮ニ差出スへキコトハ f明治6年11月
15日大政官布告349号国立銀行〕条例第十二条ノ命スル所ナリ而シテ之カ報告計草ノ書式ハ紙幣頭
ユ於テ定ムへキモノナノレカ故三大蔵省ハ明治六年十二月ヲ以テ国立銀行定期報告差出方規則ヲ草
シ附属計表書式ノ慣杏ヲ東京第一国立融行ュ耕鞠νテ之ヵ編製ヲ了へ同月置ニ之ヲ第ー国立親行
エ違シ次テ翌年第四第主第二ノ各国立銀行へ通達シJ ("明治財政史』第13巻，明治38年， 630-1 
ベジ)たが1 そこでは，バランス ジートのことを「実際報告J(上掲書.631へ ジ)と呼ぴ，

また明治 7年に「諸株式取引ノ方法ヲ制定ッ」たわが閤最初の「株式取引条例J (明治7年10月
13日大政官布告第107号)第35条， つレで明治9年に改正された国立輯行条例(明治 9年8月1
目大政官布告第106号)にそいI 明治9年9月大蔵省において作成・ 10年6月に若干の修正をう
けた「国立韻符報告差出方規則」でも. r実幣報告J ("大株主十年史』昭和3年. 14へ ジ:
『明袖財政史』第13巻.'659ページ)という名称を用いていた。

の その根拠は. "銀行簿記精法』が参考吐し，その笹「明治七年四月紙幣寮銀行課内ユ開J (上
掲書. 626ベージ)かれた「盤作学局」の「英文教科書及び参考書として使われだ「ギルパルト
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会社のようにそれになら う も の も で て き た 。 そ し て ， 明治10年代後半に入ると，

第 2表に示したように，営業報告喜(考課状)においても，簿記書の場合と同様，

「資産負債一覧表」または「資産負債勘定表Jとし、う名称が使われるようになった。

第 2表営業報告書における BjSの名称

銀行会社名 |決算日| BjS の名称

第 一 国 立銀行
明治 6年12月31日

実際報告

第 五 国 立銀行 7. 6.30 実際報告

第 十 五 国 立銀行 11. 6.30 実際報告

井 銀 行 13. 6.30 実際報告

安 田 銀 行 13. 6. 30 実際報告

横 浜 正 金銀行 14. 6. 30 実際報告 表

日 本 銀 y口一 16. 6. 30 実際報 告 表

内 国通運会社 7.12.31 実際年報表

東京海上保険会社 12.12.31 資産責任ノ事

明治生産保険会社 14.12.31 資産責任ノ事

郵便汽船三菱会社 10.12.31 資産勘定書・負債勘定書

共同運輸会社 16.12.31 総勘定ノ事

犬 坂 商 船会社 18. 12. 31 資産負債一覧表

日本郵船会社 19. 9.30 資産負債勘定表

『日本金融史資料・明治大正編』第3巻 沼和.32年!附揖 16-7， 320-1， 350-1， 458-9， 487 
ベージ!第8巻，昭和31牛.37パージ;片野一郎『閏木 品行構記漏説』昭和31年.158-9ベー
ジ;~日木通運株式会社社史』昭和37年. 148ベジ;~明治大正保険史料」第 l 巻，第 1編J
第 1類及追補j 昭和10午， 199-200ページ，第2類!昭和9年.518-9ベ ジ，宿利重ー『在日
平五郎』昭和 7年， 406-11ベータ r渋沢栄伝記資料』第8巻I 昭和31年.91-3. 141-2ベ
ージ 『大坂商船会社第三回実際報告j (明治18年後半季)， 26-7へージ問折込じより作成。

このよ う な 「 資 産 負 債表|への用語統一化の過程に，はたして政府の行政指

導が介入していたかどうかは一概にはいえなし仰としても，明治 6年から20年

氏銀行の原書J (~得控良介君伝』大IE10年 213ベージ)すなわち「ギノレパル卜氏著ス所ノプラ
タチカルティ リ テース オ γ ・バγキγグ」にかかげられている銀行貸借対照表雛形町名
称がそうなっているからである。 SeeWil1iam James Gilbart， A Practical T町ati5eon 

B開 Mng，3rd ed.， London， 1834， p. 43. (ただ'G.当時実際に使われたのは これよりも後
の版で， 1857年発行のものと臣、われる。)

8) 国立銀行報告差出方規則では. I実際報告」という名称が用いられていたにもかかわらず 銀
行課(明拍日年5月より調行局)はa のちにのべるように a 明治10年12月から一年余にわたり毎
月刊行した『銀特雑誌』やつづいて明治13年1月から毎年刊行した『銀行課(親行局)章〔各年〕
報告』に掲載した銀行や取ヲ閉庁のバランス グ トを統一して「資産負慣一覧表」と呼んでいた。
このことと明治10年代後半における「資産負債衰Jtいう用語の普及との聞にどのような関係が
あったかを明らかにする資料は入手できなかった。
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前後までの営業報告書〈考課状)干簿記書において，貸借対照表とし、う用語を

使った事例は皆無であったo

それでは，貸借対照表という用語は何時し、かなる過程で創造されたのであろ

うか。結論を先にいうと，それは，明治10年代後半から20年代はじめにかけて

精力的におこなわれた商法編纂過程において，当時パヲンス・γートを意味する

用語としてかたまりかけていた「資産負債表」をしりぞけて， ，独逸話の Bilanz

seiller Activen und Passivenなる語を訳したJ"1法文上の用語として造語せ

られた」叫ものである。とはし、っても，商法編纂過程の頭初から貸借対照表と

いう訳語が用意されていたわけではない。 ドイツ人「へノレマ :/-.yー・エフ・

ロエスレノレJ(Karl Friedrich Hermann Roesler， 1834-1894)が「千八百八

十一年(明治十四年)四月ヲ以テ稿ヲ起v千八百八十四年(明治十七年)ー月ヲ以

テ之ヲ終J町えた独文『日本商法草案・同注解~ (E叫 wurfeines HI側 clelsge

setzbuches fur jap側側t(;0刑問削tM，1884) の第33条第 1項にでてくる elne

Bilanz seiner Activen und Passivenならびに第2項にでてくる Bilanzは，

和訳『ロエスレノレ氏起稿・商法草案」では，それぞれ「貸方借方ノ比較表」な

らびに「比較表」と訳出されていた問。「そこで[この点に注討した論者は，こ

のように]貸借対照表なる語は〔商法〕草案にすら使って居ないのですから，

[明治23年 4月27日に公布された〕旧商法が初めて造ヮた語であり， J叫「旧商

法に於て， 初めて貸方借方の対照表即ち貸借対照表なる成語が(，法律語とし

てJJ鋳造され」叫たのであると説いている。

9) 岡田，前掲論文 58ページ。(岡田，前掲書， 66ページ。)
10) 上掲抽士， 53ベ ジ。(上掲書， 63ページ。)
11) rロエスνrレ氏起稿商法草案』第11冊，附録「商法草案脱稿報告書J4ベ}ジ。
12) bilan (Bilanz)については.すでに「明治十一年五月印行」のプスケ民講義黒川誠一郎ロ

訳『仏国商法講義~ (司法省蔵版)中「明治八年十月廿七日」に「持厳J(融産)壱講じたところで，
「他へ費出シタノレ令高ト借リ金トノ比較表 其比較査ヲ原語ニテ「ピランJ fピラン」ノ字亦
積書ト云フ即チ「秤量」ト云フ意味ナリ之J、其貸惜ノ金高ヲ比較ジテ秤量スルト云フコトナリ」
(592ベージ)と解説されていたので，ここではその訳「所有ノ財産ト惜リ令トヲ比較シ」た「比
較費J (593ベ ジ)を踏襲したものといえよう。

13) 岡田前国論士， 58ページ。(岡田.前掲害.66ページ。 14) 上野z 前掲書. 3ベジ。
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ロエ旦レノレ氏起稿商法草案

第三十三条 各商人ハ開業ノ時及ヒ爾後毎翌年三月以内ェ動産不動

産ノ総目録井ニ貸方借方/比較衰 (ein vollstandiges Verzeト

chniss seines unbeweglichen und beweglichen Vermogens， 

sowie eine Bilanz 8einer Aetiven und Pa田.iven)ヲ製γ両ナカ

ラ別冊ノ帳簿ユ記入γ テ署名スヘジ

財産目録及ヒ比較衰ヲ製スノレ時ハ (Bei der A ufnahme des 

lnventars und der Bilanz) 総テノ商品及要求権利井ニ其他総

テノ財産物件=当時ノ相場又ハ時価ヲ附スヘシ弁償ヲ得ノレ事ノ髄

カナラサノレ要求権利エ在テハ其推知、ン得へキ損失額ヲ控除γ テ之

フ記シ'又到底損失ユ帰スヘキ要求権利ハ会グ記ス~カラス

「旧」商法(明治23年 4月27日法律第32号)

第三十二条 各商人ハ開業ノ時及ヒ爾後毎年初ノ三ヶ月内ニメ合資

会社及ヒ株式会社ノ、開業ノ防及ヒ毎事業年度ノ終ユ於テ動産不動

* 産ノ総目録及ヒ貸方借方ノ対照表ヲ作リ特エ設ケタノレ帳簿エ記入

、ンテ署名スノレノ責アリ

財産目録及ヒ貸借対照表ヲ作ノレニハ総テノ商品，債権及ヒ其他

総テノ財産ユ当時ノ相場又ハ市場価値ヲ附ス弁償ヲ得ノレコトノ確

ナラサノレ債権ュ付テノ、其推知v得ヘキ損失額ヲ控除V テ之ヲ記載

ジ文到底損失ニ帰ス可キ債権ノ、全ク之ヲ記載セス

持 旧商法の独訳では需32条第l項の「貸方借方ノ対照表」は eineBilan， welche ihre 

Activa nnd Passiva erkennen lasst t::反訳されている問。

以上の引用からわかるように，たしかに，旧商法第32条第 1項には「貸方借

15) Oscar BOIchardt， Die Handelsgesetze des Eγdballs， Nachtrag III: Das }apanische 
Halldelsgesetzbuch， Berlin， 1896， S. 3 
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方ノ対照表」としづ用語が，またその第2項にはそれ壱略称した「貸借対照表よ

という用語が使われてし、る。しかし，ょく調べてみると，このような用語がは

じめて法文上にあらわれたのは，旧商法よりも早し 「明治十じ年 ー五月ロ

エス Vノレ氏ノ編纂γ タノレ商法草案ヲ基礎ト V テ 編纂」を始め「十九年三月l

ニ至リ ω ・議T<'J同た商社法(会社条例)においてであった。

E 

そ乙で r商事会社条例編纂会議筆記』により，ロェスドルの「商法草案中

ヲ改正V タJ11)商社法草案の審議過程を， 商法草案第33条にかかわる条文を中.

心に，たどってみると. Iロエスレノレ民商法草案第三十二条三十三条三十四条

ヲ合併ゲタj16) 商社法草案第88条は，商法草案第33条と同様. 第一項では「貸

方借方ノ比較表Jという訳語を用い，第2項では「先ュ貸方借方〔ノ】・・…比較

表トアノレヲ以テ此=之ヲ略記」し，単に「比較表 F記γ 「アグチープ，パッ γ

ーフ」壱冠セサノレ」凹略語を使っていた。 明治17年 7月21日の商社法第 1読会

第 6回において， この第88条は， 第 2項中 11配当スノレ会社ノ、毎半年ニ前項エ

掲クル」トナシ「規則jヲ「規定」ト」町修正されたが. I貸方{昔方ノ比較表」

ならびに「比較表jという「反訳ノ当否ヲ論J叫ずるまでにはし、たらなかった 0'

商社法(第 l読会修正、)草案

第八十八条 商社ハ其業体中ュ行ノりレ、慣例=従ヒ商業帳簿ヲ設ヶ

総テ業務取扱上ノ事件ヲ記載スノレノ義務アリトス文開業ノ時及ヒ

毎年初メノ三ヶ月内ニ総財産ノ目録井ユ貸方借方ノ比較表ヲ製シ

両ナカラ之レカ為メニ設ケタノレ帳簿ニ記入スへジ

ジ年2
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四季文ハ毎半年=利足又ハ益金ヲ社員三配当スノレ会社ハ毎半年

ユ前項ェ掲クノレ財産目録及ヒ比較表=係ル規定ヲ履行スへシ問

ところが，明治18年 2月 6日の商社法第 1読会第48固で，第268条審議の際，

元老院議官[渡辺〔洪基会社条例編纂〕委員」が「比較表ハ言|算表 1為スカ文ハ

貸借対照表トセハ如何」と提議し， r後段ニ決」羽3 したので r本条ハ左ノ如グ

修正セヲレタJ"

商社法(第 1読会修正)草案

* 第二百六十八条 株式会社ハ半年毎ニ総勘定ヲ為γ 財産目録及ヒ貸

借対照表 (Inventarund Bilanz) ヲ製Vテ検査役ノ検査ヲ受ケ

且ツ総会ノ承認ヲ経タル後之ヲ公告スノレノ義務アノレ者ト月其公告

書エハ取締役及検査役之ヲ署名スへ ';/25)

* 商法草宰靖268条では， abschliessenは「決算ヲ為ν」と訳されていたが!元老院議官「茸

作〔麟梓全社条例編纂〕委員」が「決算ハ鋼行常例ー総勘定トアルヲ以テ之ヲ採用セハ如何J

K提議し， r之ニ決スj町

その結果，前記商法草案「第八十八条」が「第二十五条」に組みかえられて

明治18年 6月30日の商社法第 2読会第 1回に提出された時には， r貸方借方ノ

比較表」は「貸方借方ノ対照表jと r比較表」もまた「貸借対照表Jと改め

られ，さらに「商社」が「会社」に， r及ヒ jが「及」となっていた町が， 明

治18年 7月28日の商祉法第 2読会第12回で r独逸商法第二十八条ノ精神ヲ採

用 γ」叫「本〔第25)条ノ、左ノ如グ修正セラレタ」町

22) 上掲書. 71-2了。
23) W商社法第一読会筆記』第6者.28To 

24) 上掲書. 29丁。
25) 上掲書. 29T， 
26) 上掲書 28了。
27) r商社法第二読会会議筆記』第 l者. 5-J。
28) r商社法第コ読告会議筆記』第2巷. 18丁。
29) よ掲書. 19丁。
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商社法〈第z読会修正)草案

第二十五条 会社ハ帳簿ヲ備へ其商業及財産ノ現状ヲ明知シ得へキ

記載ヲ為スノ義務アノレモノトス又開業ノ時及毎年度初ノ三ヶ月内

ユ総財産ノ目録並=貸方借方j対照表ヲ製ジ共三之vヲ別冊ノ帳

簿エ記入ス可、ンJ

四季文ハ毎半年ェ財産目録及貸借対照表ヲ製、y前項ノ規定ヲ履

行ス可γ 初〉

そして，これはそのまま明治19年 3月2日の商社法第 3・4読会第 1回に「第

九条」として提出され，そこで 11初ノ三ヶ月内ェj ヲ「ノ終リユ於テ」ュ「之

ヲ別冊ノ」ヲ「之レカ為メユ設ケタル」ニ改」叫められた。

なお. r元老院会議筆記』によると，この商社法(第3・4読会修正草案)

第 9条は. 1会社ハ」のつぎに「其業体ノ為メ設ケラレタノレ規定又ハ〔第 l次

草案第88条の〕其業体ノ慣例ニ従ヒ」とし、う文句を織込んで，明治19年 6月10'

日の元老院商社法第 1読会に卜付されたが，そこで選出された 7名の「調査委

員J3a
>により， 下付原案「第九条第二項ノ「四季」 ヲ「毎三ヶ月」 ト修正・・ー

「益金」フ「分配金」ト[改訳が)為」叫された。

商社法(元老院)調査報告案

第九条 会社ハ其業体ノ為メユ設ヶラレタノレ規定又ノ、其業体ノ慣例

ニ従ヒ帳簿ヲ備へ其商業及財産ノ現状ヲ明知γ 得可キ記載ヲ為ス

ノ義務アノレモノトス文開業ノ時及毎年度ノ終リユ於テ総財産ノ目

録並=貸方借方ノ対照表ヲ製γ 共ュ之レカ為メ設ケタノレ帳簿ユ記

入ス可γ

30) 上掲書.19了。
31) [J'"同社法第三回読会文字夜正会議筆記~ 3丁。
32) F日本金融史資料・明治大正編』第13巻，明治34年. 1084ベージ園

田)よ禍害， l089ベジ 。
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毎三ヶ月又ハ毎半年エ利息又ハ分配金ヲ社員ェ配当スノレ会社ノ、

毎半年ェ財産目録及貸借対照表ヲ製V前項ノ規定ヲ履行ス可γ 叫

この調査委員報告案は明治19年6月21自の元老院商社法第2・3読会で「確

定決議ト為」され，ただちに f上奏セ」明られたのその結果として，翌20年に

石川惟安が『後日我商社条例ノ発布アル時ニ彼此参照Y易カラジムノレ為メ務メ

テ我カ現行法律ノ語詞二充テ、 Jr独逸閏普通商法仁中1・・商事会社ュ係ノレ全

部ヲ翻訳""J門会社条例編纂委員であヮた筆作麟祥の校関を経て，明治21年 1

月に出版した『独逸商社法』では Bilanzの訳語は，商社法の用語にしたが

い. r貸借対照表Jに統ーされた。ただし. 1870年の第 1次株式改正法により

あらたに一般ドイツ商法に追補された第239条aにでてくる三つの Bilanz の

うち 2番目のものだけは，商法草案の訳どおりに. r比較表」と訳出されてい

た。このことは商社法草案審議過程における「比較表」から「貸借対照表」へ

の Bilanzの訳語の変化を反映したものとみることができるであろう。

石川惟安訳・独逸商社法

* 第百五十五条(追加第一) 貸借対照表ハ左ノ規定ニ従テ之ヲ作ノレ

可ジ

第一 相場ヲ有スノレ証券J 、比較表ヲ作ノレ時ノ相場額迄ヲ以テ記入

ス可ーン

第三興業費並=管理費ハ貸方ノ部ユ (unterdie Aktiva)加フ

ノレ=トヲ得R 毎年ノ計算=於テ其全額ヲ支出ノ部ェ加フ可・ノ

第三 資本額及契約ニ定メタノレ準備金又ノ、更新ノ元資アノレトキハ

之ヲ借方ノ部三 (unterdie Passiva)加フ可γ

第四 貸方総額ト借方総額トノ比較ヨり (ausder Vergleichung 

34) 上掲書， 10町ベージ。
35) 上掲書， 1106ページ。
36) 右川惟安訳『組逸商晴法」明治21年j 凡例， 1ベージ。
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samtlicher Aktiva und samtlicher Passiva)生シタル利益又

ハ損失ハ特ュ貸借対照表ノ末尾ニ之ヲ記載ス可γ 町

ホ 「原書ハ普通商法第八十五条乃至第二百 bト条ェ係ルト雅モ 読者通覧ノ使ユ供スノレ為メ

仮リュ第一条ヨリ第百八十六条ト為」閉したため，とこでは Artikel239 aが「第百五十五条

(追加第一)J と罰ざれてし 4 。

以上の考察によって. Iロヱスレル」が「明治十七年一月ニ至リ・ 編纂ヲ

綾」えた日本「商法草案及ヒ其説明書」叫にでてくる eineBilanz seiner Acti 

ven und Passivenと Bilanzの訳語を当初の「貸方借方ノ比較表」と「比較

表Jから「貸方借方ノ対照表」と「貸借対照表」へ改めることに決したのは，

明治18年 2月 6日の商社法第 1読会第48回であったことが明らかとなったであ

ろう。ただし，明治19年 6月21日に元老院で可決，ただちに上奏された商社法

は公布される』こいだらなかったため，のちに「商社法中[第9条等〕一二ノ箇

条ヲf元通リ〕総則ユ移γ 」叫て，明治23年 4月27日に公布され， ついで明治26

年 7月 1日よりその一部(第32条を含む)が施行された旧商法のように，貸借

対照表という新造の法律用語壱して資産負債表という当時使われだした会計用

語にとってかわらせる力を発揮することはできなかった。貸借対照表という法

律用語が簿記学者により使用され， 会計用語化しだすのはIIcI商法公布後であ

り，公表会計百にあらわれ3のは旧商法一部施行後である。この場合，公表会

計における資産負債表(または実際報告)から貸借対照表~の用語転換は，と

との性質上，旧商法の一部施行壱契機として，一挙になされたのにたいし，簿

記書上での用語の切換は，一部の簿記学者がし、ちはやくこの「法文の語壱借用

したj叫とはし、ぇ，かなりゆっ〈り土進行した。ぞじて， その間約30年，簿記

学者の中には，貸借対照表という法律用語の使用壱さけたり，または使っても

37) 上掲書. 83べ三人

38) 上掲書j 凡例， 1ベージ。

39) 志目前掲書， 70ベ一九

40) W日本金融史資料 明治大E編』第13巻. 1123ベ←ジ。

41)岡田前掲論文 57ベジ。(岡田，前掲書;65ベ-v.J
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資産負債表やそれに類似した会計用語と併用するものが少くなかった叫。

周知のように， I日本経済の後進性とそれ壱補うための倒立した上からの草

新の経済的基底の上には (bookkeeping の訳語においてJI官著」の指導力

は苦もな<I私訳」を圧倒しJH)，bookkeepingの官訳(明治 6年大蔵省訳)I簿

記」が江戸時代の商人用語壱そのまま当てはめた私訳(明治6年福沢諭吉ニ慶

応義塾訳) I帳合J壱容易に，ついで他の官訳(明治5-6年文部省訳)I記簿J

壱駆遂寸るのに約20年ほどしかかからなかった")。ところが， 貸借対照表とい

う新造の法律用語が簿記書の上で資産負債表やそれに類似した会計用語に完全

にとってかわるには，すでにのペたように，ぞれよりも長い年月壱要し，その

間法律用語と会計用語とがオーパーラップす志時期が30年近く続いている。と

のととは，当時の簿記学者がとの法律用語を不適切な用語として.その使用に

択抗した姿争示しているが.誰がみても，ロエスレノレ起稿の独文「日本商法草

案・同注解』にでている eineBilanz seiner Activen und Passiven の「適

訳は資産負債表であったろうと思ふ。」叫「然るに借方と貸方とを特に願倒して

「貸方借方の対照表」と訳したのは如何なる理由に依ったものであるか，了解

に苦む所である。J~&) その場合 rSoll und Haben とか Debetund Kredit 

であったなら，貸方借方もよいであろうが，どうも此点が少し変である。殊に

資産と訳すべき Activenを貸方と訳し負債と訳すべき Passiven を借方と訳

しては・…少し変である。J的

42) 現に 明治二十年凶後の〔樟記学者の〕著書にも，資産負置表なる用語が多数使用せられ

て居るのを亘J (有本前掲論文， 144ベジ)るし， r其後に至っても 1 東費五郎氏の新案詳解

商業構記はその大正 9年版ぢえ猶財政一覧表なる語を好用しj 之にー名貸借対炉、賓と小書を加へ

て居る程である(同書j 第158頁)ロ佐野善作氏の商業簿記教科書の明治35年版も矢張り資産負債
圭即ち昔借対照表と云ひ，貸借対開審なる諮は重視せられて居ないのであるロJ(岡田 1 前掲論士2

56ベージ，岡田j 前掲書， 65ベータ)

43) 木村和三郎『日本における暗記金計学の岳民』昭和25年， 14ベ ジロ

44) 西川孝治郎「簿記の語源についてJW三田商学研究』昭和39年 6月号， 44へージ。

45) 岡田，前掲論文， 60へジ。(岡田，前損害， 67ページ。)

46) 上野，前掲書， 19ページ。

47) 岡田，前掲論文. 60ベ ジ。(岡田，前掲書. 67ベーν。〉
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E 

それでは，どうしてドイツ語の Aktiva• Passivaに簿記学の常識では納得

できない貸方・借方という訳がつけられたのであろうか。

周知のように，洋式簿記が明治6年にアメリカやイギリ λ から導入された時，

それに特有の簿記用語である debit• credit (または debtor• creditor)は，

『帳合之法」では「ヮザト原書ノマ、ュ直訳シテ借ノ処ニ借ト記v貸ノ処=貸

ト記vJ叫， r銀行簿記精法」では「借方・貸方Jと訳されていた。(そして，

その後， ，借・貸」という民訳はやはり官訳に圧倒されて， ，借方・貸方Jが残っ

た。)ところが，明治14年にはじまる商法編纂過程において大陸法系のドイツや

フランスから貸借対照表法上の用語として入ってきた Aktiva・Passiva (フ

ラYス語の actif• passif) は， 取引相手方(人名勘定)を主格として形成さ

れた簿記用語である借方・貸方Eはことなれあくまでも報告主体である企業

を主格として観念されてきたものであった。事実， ロエスレノレの『日本商法草

案・同注解』第33条中の Activenund Passivenには seinercr商人」の3と

いう所有代名詞がふされており，また，それとあい前後してわが国へ紹介され

た1867年フランス会社法 (Loisur le societes)第34条中の situationactive 

et passive :t， sa cr無名会社」の)という所有代名詞をふして，企業が主格で

あることを明示していた。したがって，このように企業を主体とする Aktiva.. 

Passiva (actif・passif) の訳にすでに簿記用語として使われていた「借方・

貸方」をそのまま当てるわけにはゆかなかったことはたしかである。というと，

いかにも，商法編纂過程で簿記用語の「借方・貸方」を一挙に逆転させて，そ

れぞれ報告主体の資産・負債を意味する「貸方・借方」とUづ変態的用語が急

造されたかのように考えられるが，実はそうではなかヮたのである。われわれ

はかかる用語法の先例を明治8年下半季以降に(商法編纂着手の数年前から〉

各閏立銀行が大蔵省の行政指導のも左に作成・報告したイギリス式の「実際報

48) 福沢 諭 吉 訳 『 帳 合 之 法』初繭明治6年， 10丁。
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告J (貸借対照表)上にいくらでも見出すことができる。

明治6年12月に大蔵省が作成した国立銀行定期報告差出方規則によって，

「国立銀行ノ資産負債損益ノ諸勘定ノ、一定ノ法式ユ従ヒ同一ノ日附ヲ以テ各其

本支庖ョリ毎月及毎半季ニ於テ明細ュ之ヲ大蔵省ニ報告γ且其半季利益金ノ割

合ハ株王ノ議決ヲ経大蔵卿 ・ノ認可ヲ得更ェ其資産負債ノ計算ト共ニ世上ニ

公示スノレモノトJ"9)されたが， このわが国最初の財務諸表規則が要求した貸借

対照表の形式は，それが「銀行半季実際報告ハ其銀行本支総体ノ資産権利子其

負債義務トヲ分記スルモノニジテ第二書式是ナロ之ヲ記載スノレニハ' ー本支総

体ノ総勘定元帳ノ差引残高ヲ合計V其借方ノ残高ヲ報告面ノ借方ニ記シ其貸方

ノ残高ヲ貸方エ記入貝へシ然ノレトキハ此報告ノ借方ハ即チ銀行ノ資産権利ェ γ

シテ貸方ハ貝uチ銀行ノ負債義務ナり」耐と指示していたことからも明らかなよ

うに，一般式であった。その結果，第一国立銀行が「第一考課状J (明治6年

下半季)で株主一同へ公示した「当銀行半季実際報告ハ第二書式ノ通」凹りに

一般式をとり汽 また，第四国立銀行が「第二回半季報告J(明治 7年下半季〉

により株主へ公示した縦書の貸借対照表も，右から「貸方〔として〕銀行ノ負債

義務ニ属スル分J. つぎに「借方〔として〕銀行ノ資産権利ユ属スノレ分」町を記

載していた。

しかし，一般式は長続きすることなく，明治8年の下半季からイギリス式に

切換えられた。この聞の事情を第一国立銀行「第五考課状J(明治8年下半季)

は簡単に「半季実際報告計表追テ御改正可相成候得共当半季分ノ差出方十二月

十五日紙幣寮ヨり御達三付右=従k上呈致・ン候J54) とのベているが， この場合

「第壱号表式ノ通」町 りに作成・公示された当銀行半季実際報告はイギリ旦式

49) 担行課第一次報告・自明治六年七月至明治1二年六月j90ページ。
50) W明治財政史』第13巻.633-4ベージ。
51)日本金融史資料 開惜大正篇」第3巻，昭和32年p 附輯 6ベジ。

52) よ掲書，附録.16-7ページ。
53) 上措置，附揖.263-4ベージ。
54) 上掲書，附録.70ベージ。
55) 上描書. ~，録， 70ベージ。
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で， I借方」に「政府ョリ借JI人民ヨリ借JI他庖ョリ借Jr補正勘定JI株

主ヨリ借JI本支厄役員ヨリ借JI純益金」をおき I貸方」に「政府へ貸」

「人民へ貸JI他庖へ貸JI補正勘定JI銀行所有物JI金銀有高j闘をもって

きていた。このように，第一国立銀行では I第五季(明治八年下半季)から負

債が借方，資産が貸方に計上…・・されるようになった」町が， 第四国立銀行で

も r第四回下半季報告J (明治8年下半季〕に公示した縦書の貸借対照表か

ら，貸方借方の中身をいれかえて， I貸方〔として〉銀行ノ資産権利ュ属スノレ分J

「借方〔として〕銀行ノ負債義務ユ属スノレ分」日〉を掲るようになった。

なお，それと同時に， w東京日日新聞』紙上に公告された第四国立銀行の明

治 8年下半季「第四回半季報告J (明治 9年 1月29日・第1240号掲載)や第五

国立銀行の明治 8年下半季「第五回報告J(明治 9年 2月7日・第1247号掲載)

の縦書の貸借対照表でも，それまで「借方 銀行ノ資産権利ユ属スノレ分JI銀行

借方ュγ テ質産ェ属ス」といっていたのを改め，資産権利に属する項目を「貸

方J I貸方勘定ノ部Jに移した。ただし，第一国立銀行では，すでに明治7年

上半季「第三回半季報告J(明治 7年 7月22日・第749号掲載)の縦書の「貸借

勘定表」から， I渡v方銀行ノ負債義務ニ属スノレ分JI受ケ方銀行ノ資産権

利ェ属スル分Jとし、う周語を使っていたため，新聞「公告財務諸表において H

.. r受ヶ方」・「渡γ方」の用語に代えて「借方銀行ノ負債義務=属スル分」・

「貸方 銀行ノ資産権利ニ属λ ノレ分」として英国式貸借対照表の構造を反映す

る様式をとり出した」のは半年おくれ， r明治9年上半季」鴎)r第六回報告J

(明治 9年 7月22日・第1388号掲載)においてであった。

56) 土掲書，附輯.72-3へージ。
57) 第一銀行史』上巻， 266ページ。
58) r日本金融史貰料・明治大正珊』第3巻，附最.265ベジ。
59) 片野一郎『日本銀行簿記精説』昭和31年， 135へージ。

ただし，ぞれよりも前の「明治八年八月-8の臨時〔株主]集会で当打の業務刷新が議せられ
たとき，減賀後の当行の営業収支の見込が尭載されたがJ(f第一銀行史』上巻.260ベ ジ)，そ
の場合の「第一園立担行向後営業ニ什資本金使用万誌」と呼ばれる見積費情対附査はイギリス式
により， r資本金〔壱〕借方Jr使用方法〔を〕貸方J(上掲書， 260-1ベジ;f渋沢栄伝記資
料』第4巻昭和30年， 178-9ページ〕としていた。
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ところで，その後同もない「明治九年九月大蔵省=於テハ国立銀行報告差出

方規則ヲ作リ尋テ十年六月之ニ些少ノ修正ヲ加へ当時開業セノレ各国立銀行ニ下

附シテ自今該規則ニ照準ス(キ旨フ達、/同時一考課状雛形ヲモ配布」叫しだがF

その「附属別問に定められた半季実際報告 の様式をみるに. .....{やはり〕

借方側・貸方側の記入内容が全く逆になってお」叫るイギりス式であったので，

各国立銀行が考課状に公示した「実際報告」はいぜん正して「借方Jに「政府

ロリ借J ["人民ョ H借J ["他庖ヨリ借J i株主ョリ借」等寺掲げ， i貸方」に

「政府へ貸J["人民へ貸J["他庖へ貸」等号お雪，また「東京日日新聞』や(田

口卯吉が、ンャ Yドのすすめに上り明治11年 1月に発行しだした) I東京経済雑

誌」に公告した縦書の貸借対照表も， ["借方〔として]銀行ノ負債義務ニ属スノレ

分J ["貸方fとして〕銀行ノ資産権利ニ属月ノレ分」を記載していた。

なお，それに先だち，大蔵省銀行課(明治13年 5月から銀行局)が，田口卯

吉らに命じて，明治10年12月から刊行した「銀行雑誌』の第 5母(明治11年 4

月29日発行)・第 6号〔明治11年 5月29日発行)・第 7号(明治11年 6月29日発

行)・第8号(明治11年 7月30日発行)・第11号(明治11年10月29日発行〉や，

ややお〈れて，明治13年 1月に(明治 6年 7月から12年 6月にいたる分を一括

して) I銀行課第一次報告』を編製して以来，続けて刊行した『銀行局第〔各

年〕次報告』に掲載された「各国立銀行資産負債一覧表」臼〉は， 横書・縦書の

二通りがあったが，すべて明治l似手の国立銀行報告差出方規則F付属別冊と同様，

「借方即チ負債ノ部J["貸方即チ資産ノ部J<>O)とするイギリ λ式に統一されてい

た。特に，後者の場合， ["各〔国立〕銀行ノ半季実際報告ニヨリ〔編製の〕明治七

年以来ノ資産負債一覧表J6j) がイギリ λ 式に「国立銀行資産負債即チ貸借ノ総

計ヲ挙」町ていたばかりではなし そこに掲げられた「東京大坂株式取引所資

60 W明治財政史』第13巻， 658へジ。
61) 片野前掲書， 149ページ。
62) 日本金融史費料・明治大E編』第6巻.40， 48-9， 59-60. 62-5. 76-7， 96ページ。
63) W銀行局第二次報告・自明治十ニ年七月至明治十三年六月~ 21ベータ。
64) W銀行課第一次報告ー自明治六年七月至明治十二年六月 j 91ベージ。
<;5) 銀行局第三次報告~ 12ベージ。
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産負債一覧表」耐(明治11年12月31日)や i横浜洋銀取引所資産負債一覧表」町

(明治12年 6月30日)までが左側に「株主ヨり借Jr仲買人ヨリ借」等を，右

側 d¥ 「政府へ貸J r仲買人へ貸」等をおき，また「横浜正金銀行Jの r[-三年

六月ご十日ニ於ケル資産負債覧表」耐が縦書で「借方J(上部)に「政府ヨリ

借J r人民ョリ借J等を r貸方J (下部)に「政府へ貸J r人民へ貸」等を

配置していたととに注意する必要があるであろう。

さらに， r明治十三年上半季ノ頃ュ及ソテハ.....大蔵省銀行局ユ於テハ・・ー

銀行局年次報告編制方ノ都合アリテ…・考課状ノ体裁ヲジテ一様ナラジメンコ

トヲ慾YJ附指導を強化したが， 以上みてきたような大蔵省銀行課(のちの銀

行局)により明治呂年下半季から開始されたイギリ月式貸借対照表への統一化

運動は，その所管外の企業にも影響をおよぼしたのた kえば，駅逓寮の所管に

属する内国通運会社が「始めて決算報告書巷作りたるは，実に明治十二年四月

にして，其際明治七年一月一日上旬同十一年十二月三十一日迄五ヶ年間即ち第

一回より第五回に至る迄の決算の大要を取纏め，之を株主に報告したると同時

に，之を公表」閉したが，その第 1回，第2回，第6回の「決算報告書」中の

「実際報告年表」叫をみると， いずれも「借方J(左側)に資本・負債を， r貸
方J (右側)に資産を配する「英国式」聞をとっていた。

もちろん，国立銀行以外の銀行において，一般式をとるものがなかったわけ

ではない。たとえば， r安田銀行」の「第三期壱回明治十三年上半季実際考課

状」に載っている縦書の「半季実際報告Jは， r借方差引残高J (上部)とし

66) W銀行謀第一次報告~ 200-1ページ間折込。
ちなみに， r大阪株式会社車引所第 同半季実際考課状(十一年末)によれば勘定一覧表と庖

し形式ば英国式で縦表であJ(西川孝治郎「明治初期費甫対照表史考JW産業経理』昭和田年5月
号， 29ベジ〉つお。

67) 銀行課事故報告Jl210-1ページ間折込ロ
68) W担行局第二次報告Jl148-9へージ。
69) w明治酎政史』第13巻， 665-6ベジ。
70) 国際通運株式全社史』昭和13年.161へージU

71l W日本通運悼式会社社史』昭和37年， 148， 160へ←ジ，松井直信『日本通運経理規程小史A
昭和33年， 17ベージ。

72) 上掲書， 16へ-/"o
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て資産を I貸方差引残高J(下部〕として負債・資本を掲げていた問。また，

「横浜E金銀行 明治十凶年上半季実際報告表」のように I借方J I貸方」

という用語壱廃し，単に「資産ノ方J (左側) I負債ノ方J (右側)と呼称す

るものもあった7~しかし，これらは例外であって，大蔵省『銀行局第三次報

告』に掲載された「横浜E金銀行」の「明治十四年六月J I末日三於ケル資産

負債ノ実況」についての縦書の「一覧表」がイギリス式に編成がえされ r借

方摘要J (上部)に負債・資本を， I貸方摘要J (下部)に資産壱配置してい

た聞ことからもわかるように，大蔵省銀行局は「借方即チ銀行ノ負債J'"r貸方

即チ銀行ノ資産」町とする方針を貫いていた。

さて，以上考察してきたように，商法編纂着手前の公表貸借対照表は，若干

の例外はあるにせよ，そのほとんどが，大蔵省銀行局の指導の下に，イギリス

式に統一され I借方 負債義務ニ属スノレ分Jr貸方 資産権利ュ属スノレ分」

とする実務が確立しつつあった。 そして， この場合， 公表会計用語としての

「貸方・借方」は，簿記用語としての借方・貸方とことなり，あくまでも報告

主体マある企業を主格として，企業の「資産権利・負債義務」壱意味するもの

であったのである。したがって，明治14年にはじまる商法編纂過程において，

大陸法系の諸国から，やはり報告主体である企業を主格としてその資産・負債

を意味する貸借対照表法上の用語 Aktiva(actif)・Passiva(passif) が導入

された際，すでにわが国の公表会計上で使われていた二様の統一用語をそのま

まし、かして， 前者に「貸方」または「資産権利J，後者に「借方」または「負

債義務」という二重の訳をつけたとしても，決して不思議ではないであろう D

事実， I明治十丘年二月二十一日・ 大政官内ユ ・・置」かれた「商法編纂局」聞

が「千八百七十年巴里=於テ刊行V タノレJr仏国法学博士リウヒι ール氏ノ編

73) 日本金融史資料 明治大豆編』第3巻，附揖.487ベージ。
74) 片野，前掲書， 158-9ベーク。
75) W銀行局第三次報告 自明治十三年七A至明治十四年六月~ 73-4ベ ジ。
76) 上掲書， 35へージ。
77) 上晶書， 37ベージ。
78) 志田!前掲書， 70ベージ。
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著スノレ 「レベチジヨ Y ・エクリート.':/ューノレ・ノレ・コード・ド・コンメ

ノレス」 ・第六版」町 (H. F. Riviere， Repetitions ecrites sur le Code de 

Co刑 meγ出， 6' ed" Paris， 1870) を「合訳」し(同法編纂委員「長森敬斐Jの

校正を経て)， I明治十五年八月印行Jした「仏国商法復説』第 1編をみると，

1867年フヲ Y ス会社法第34条中の un此 atsommaire de 品目tuation active 

et passi抑制〉は「会社ノ資産権利ト資産〔負債の誤〕義務トノ景状ヲ明ニスへ

キ審記目録J91) または「貸方及ヒ借方ノ景況ノー質表J
S2
) (傍点ー高寺)と二様

に訳されてし、た。

ととろが， rロエスレル氏起稿・商法草案』では，己との件質九"アクチ
アグチ 7 パ， γ フ

ーフ」貸方及ヒ「パッシーフ」借方」悶〉または「資産権利 負債義務」叫と二

様の訳をするわけにはゆかなかったので，公表会計上「資産権利・負債義務」

にたいする冠詞的記号として使われていた「貸方・借方」の方壱選んで，すで

にのべたように，その第33条中の eineBilanz seiner Activen und Pass叩 問

79) 商法編纂局翻訳「仏国商法復説』第1篇，明治15年附言， 1へージ。
80) この unetat sommaire de sa situation active et passiveは， ein summarische 

Ubersicht der， Aktiva und Passi va (Ilmar i Kovero， D勾 Bewertungder Vermogens 
gegeηstande包nden jahresbilanun der trivaten Unte円 lehmunge1包， Ber1in， 1912. S. 21); 

eine zusammenfassende Ubersicht der Aktiva und Passiva (Robert Stern， Buckhalt-
ungs=Lexikon， Bd. 1， Berlin， 1917， S. 389); eine summ，arische Uebersicht ihrer 

aktivischen und passivischen Lage(ter Vehn， "Die Entwicklung der Bilanzauffassun-

gen bis zum AHGHヘξfB.5. 8onderheft， 1929. S. 22)と担訳され，また summarystatement 
of the posit且on(Ket仕 idge，F:γench-Eng1iSk仰 dE匁 glish-F:町 nch-Dic!ionwyyof Comn叩 Vマ

cial開 dFinancial Terms， Ph吋ses<.'!t Practice， London， 1962， p. 123) と英訳されている
が Rohbilanz (Herinan Veit Slffion， Die Bua合!zender Akiiengesellschaften 脚 d

Komm明 ditgesellsckafte銘仰!fAktien， 2. Au包， Berlin， 1898， S. 49)とL、う意訳もあり，さ
らにフヲ γスの論者によって Ce;tetat sommaire est une sim ple balance de verificat且on

(B. Calm白 ，Aaministration ftnanci肘 edes e叫repriseset des societes， Paris， 1928， p 

315) ;......une balance de venfication， appelee quelquefoLs a tort; Bilan provisoire 

(Rohbi!anz). Cett balance renferme tous les soldes actifs et passifs du grand-livre， 

mais elle differe essentiellment du bilan， en ce que les comptes n'y sont pas 

apures (Ed. Folliet， Le bilan dons les societes anonymes， Paris， 1913， p. 4) !::解説され
ているととからすると z 正し〈は，貸借対照表ではなし残高試算表である。

81) 同法嗣事局翻訳 rイム閏向怯恒説』第1篇 204ベ ジ。 ，..勾酬ユ〆
ここでは， i負置義務」と罰すべきところを誤って 「賢産義務」としていたがj 全社の「決曹」

(清茸)を解説した個所では， JEしく「負貴義務J(上掲膏， 300ページ〕と訳していた。
82) 上掲書， 336へージ。
83) 上掲書， 296へジ。
84) 上掲書， 300ベ←ジ。
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に「貸方借方ノ比較表J(傍点高寺)という訳をつけたので，その後， Aktiva 

(act1f)・Passiva. (passiI)の訳語は「貸方・借方」に統一された向。という

と，いかにも，商法編纂過程に関係した当時の法律専門家は簿記上の「借方・

貸方」の意味を知らずに，表面上それを逆転したにすぎない「貸方・借方Jを

貸借対照表法上の用語としたようにみえるが，事実は逆であった。このことは，

商法編纂局がつづいて訳出し， i明治十八年八月印行」した『仏国商法復説』の

「書式之部J(Formulare) i第三巻商業簿冊ノ事J(Des Livres de Co刑問erce)

存みてみると， i商事勘定ノ略解J(Observations sur la Comptabilite COffi-

merciale) をしたところで， i大帳 [grand-lIvre=元帳〕エ於テハ前丁ノ裏ト

後丁ノ表面ト相対セシメテ一葉ト為v之ヲ取引先ノ各勘定部ト月其姓名ヲ中央

ノ頭上ユ記 ν借 (DOIT]ノ語ヲ左丁ノ上エ記、/貸(AVOIR]ノ語ヲ右丁ノ上ユ

言己ス借方ユハ其取引先ヲジテ負債主(debiteur]貸方エハ其債主 CcreancierJタ

ラシムルモノヲ記旦」鍋〉と， 人名勘定ならびにそこにおける借方・貸方の意味

を解説していたことからもうなずけるであろう。このように，彼等が簿記上の

借方・貸方の意味壱知っている以上，それ E混同をさけるためには， i資産・

負債」というそのものズパリの用語をとるべきであったのに，車;味する内容が

85) 明治20年頃に出たフラソス法系の商法学者の著書中には，統一訳にしたがい，フランス会社法第

34条第1項中の unetat sommaue de sa situation active et tassive を「全社ノ貸方及ヒ

借方ニ付キ略衰J (岸本畏堆〔商法編纂委員・会社条例編纂委員1~仏国商事会社法誹義」明治
20年， 147ペー3人傍点一高寺) r其貸方借方ノ時景状書J(餌田宏作「仏国商法講義』発行年不
明，商事会社篇辞葺市録 19ページ 傍点一高寺)と訳心 第2項の 1ebilanに「貸借決算書j

(問ム)とu、う訳をつけるものがでてきた。
もっとも.actif et passlfのかかる統一訳にまとまるまでには dette5 activ田 etpassives 

(債議と置輯)の訳と区別することなく， un etat somm剖 rede sa situation acti仰 etpassive 
とフラゾス商法 (Codede Commerce)第9条中の uninventaire des ses e妊etsmoblllers 

et immobiliers et de関白 dellesudiv，，~ et pa悩~ves にそれぞれ「其負債及ヒ賃金ノ実況去」

(大井憲太郎訳『仏国商工法鑑』明治10年y 第6巻， 47へーν 時点 高寺)と「其所有物及ヒ

其茸金井ユ負債ノ目揖J(よ摘書，第2巻 76ヘ ジj 傍点ー高寺)，またii'f貸高及ヒ倍高ノ摘
要目揖J(森恒正 ポアソナ←ド割|定『商事組合法』明治19年" 271ページ，時点ー高寺)と「動

産不動産ノ価額並ユ会社ノ貸高及ヒ惜高ヲ指示シタノレ目録書J (同上p 傍点←高寺)という訳を
ふした事例がみられるがz との場合 actif を意味する「費高」には「諾負債主 (debiteurs
divers)Jのみならず「在庫品物!金庫 (caisse)，請取手形1 不動産l 株式，動産i 道具f

t見世株 (fonds)J(商法編纂局翻訳『仏国商法恒説』書式之部(大政官蔵版)，明治18年， 328ベ
ージ)が含められていたロ

86) 土掲書， 18ベーシ。



50. (200) 錦町巻第2号

簿記上の借方・貸方とは反対であるだけに，きわめてまぎらわしい「貸方・借

方」の方壱選んだことは，完全なる失敗といわざるをえない。たしかに，この

場合，商法編纂局の訳になる『仏国商法復説』の「書式之部」は『ロェスレノレ

氏起稿・商法草案』よりもおそくでているが，それにしても，旧商法の公布ま

でには，一度選んだ「貸方・借方」という誤解されがちな用語をすてて， r資
産・負債」という用語にかえる時間的余裕は十分あったはずである町ロ もし，

Zの段階で， Aktiva (actif)・Passiva(passif) の訳として「資産・負債」を

とっていたならば. Bilani (bilan)→balance sheetの訳も「資産負債表Jと

いうスッキリしたものとなったばかりでなく，後年貸借対照表法上の「貸方・

借方」と簿記上の借方・貸方の関係をめぐって「貸借対照表形式論争」をくり

かえす無駄がはぶけたことはたしかである。

87) フランス商法破産篇第439条に規定された破産者が届出る lebilan (balance de l'actif et 
du pa田 if) は，当初， r積書J (翻駅周訳『仏蘭商法律書』下巻， 明惜8年， 704ベジ〉
以外に， r凡テ権利=属スル分ト義務ニ属スル分トヲ明記、ノタルJr財産車調書J (箕作麟詳ー
大井憲太郎訳『仏国法律提要 r明惜12年，第6帳， 149ページ)とも訳されてし、たが， 明治20年

頃には， r資産負債明細書J(プウーフ著ー司法省訳『仏国商法時前』明治20年， 570ページ，傍

点 高寺)とか， r財産及負債ノ形状書J (松室致『仏国商法講義』第2巻，尭符年不明， 13ペ
ージ，傍点一高寺}と訳されるようにすらなっていたりである。


